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平成２９年労第１３２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び休業補

償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めることにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成○年○月○日、Ａ会社（以下「会社」という。）に雇用され、

Ｂ所在のＣ会社Ｄ工場（以下「事業場」という。）構内において、同年○月○日

までの間、インパネ部品組立て業務に従事した後、同月○日以降ハーネス部品組

付け業務に従事していた。 

２ 請求人は、同年○月○日、業務中に体調が悪くなり、泡を吹いて痙攣を起こし、

右手足にしびれ等の症状が出現したことから、同日、Ｅ医療センターに搬送され、

「脳梗塞、てんかん発作疑い」と診断された。 

３ 本件は、請求人が発症した疾病は業務上の事由によるものであるとして療養補

償給付及び休業補償給付を請求したところ、監督署長はこれらを支給しない旨の

処分（以下「本件処分」という。）をしたことから、本件処分を不服として同処

分の取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が平成○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定を

したことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

（略） 

２ 原処分庁 

（略） 
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第４ 争  点 

請求人に発症した疾病が業務上の事由によるものであると認められるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

    (略) 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、請求人に発症した疾病は脳梗塞であり、その原因は、暑熱な環境

で十分な水分の補給もできず重労働に従事し、脱水症に陥ったこと等であるか

ら、請求人の脳梗塞発症は業務に起因する旨主張している。 

（２）ところで、労働者に発症した疾病が業務上の事由によるものであると認めら

れるためには、業務に内在する危険としての有害因子が、労働者に接触ないし

は侵入する等により発症したことが必要とされるものであり、基本的には業務

と発症原因との因果関係及びその発症原因と結果としての疾病との間の因果関

係という二重の因果関係を必要とする。この場合の有害因子とは、業務に内在

する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担がかかる作業様態、病原

体等の諸因子を指すものをいい、一般的環境の場と労働の場において同一条件

で発症の原因となるもの及び人の健康障害を引き起こすことの知見が得られて

いないものは、一般に労働関係の場における有害因子とはされないものである。 

（３）そこで、請求人の就労状況等についてみると、発症前１週間は発症当日のみ

４時間余の労働時間であり、入社後発症までの約４か月において時間外労働時

間数は最大でも月２３時間余であることから、恒常的に長時間労働に従事して

いたとは認められない。 

請求人の職場環境については、監督署長が気象観測データ及び気温管理表を

基に、請求人に痙攣等の症状が出現した平成○年○月○日午後８時頃の作業場

の気温が２６℃、湿度が９０．８％、ＷＢＧＴが２８℃と推計していることか

らすると、暑熱な職場環境であったとは認められるものの、請求人の水分摂取

が著しく阻害されていたとは認められず、著しい高温環境下にあったとまでは

いえない。 

したがって、上記疾病発症時期において、その発症原因となりうる業務によ
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る過重な負荷があったとは認められない。 

（４）請求人に発症した疾病に関する医師の意見をみると、以下のとおりである。 

Ｆ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、右半身筋力低下及び脳Ｍ

ＲＩ所見から脳梗塞を疑い治療したが、入院中、右半身の硬直とそれに続く筋

力低下からてんかん発作も疑った旨述べている。さらに、Ｇ医師も、平成○年

○月○日付け意見書）において、請求人の診断名を、「脳梗塞慢性期、てんか

ん」としている。 

一方、Ｈ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、頭部ＭＲＩ上、病

巣となりうる左半球には異常信号は同定されず、明らかな右半身麻痺があるも

のの、その責任病巣になりうる部位に脳梗塞後遺症所見は同定されないことか

ら、脳梗塞は否定的である旨述べている。 

その上で、同医師は、請求人には私病として片頭痛があり、臨床経過、画像

所見から片麻痺性片頭痛が疑われる旨述べている。 

以上の医学的意見を踏まえて、当審査会にて改めて請求人に発症した疾病に

ついて検討した。その結果、頭部ＭＲＩ上、右片麻痺を説明する所見は認めら

れず、Ｈ医師が述べるごとく請求人には脳梗塞が発症したとは認められないと

判断する。 

一方、Ｉ病院診療録には、Ｊ医師により「ほぼ毎日、右顔面麻痺と右半身麻

痺が生じるが、起床直後は症状がない。つまり、症状は持続的ではない。」、

「症状は間歇的に改善を認める。」と記載されている。また、Ｅ医療センター

のリハビリテーション情報提供書には、「歩容も日ごとに異なり、調子の良い

日は５００m以上歩行可能であるが、悪い日はほとんど歩けない日があり、日ご

とにムラがある印象。」と記されている。以上のように、請求人の右片麻痺等

の神経症状の様態は、脳梗塞慢性期の病態としては説明できないし、てんかん

や片麻痺性片頭痛でも説明しがたい（あるいは、一部しか説明できない）もの

である。 

（５）以上の医学的見解を踏まえれば、請求人に生じたとする疾病の神経症状の原

因については明らかでなく、業務による身体的又は精神的負荷が当該神経症状

を引き起こすとする医学的根拠が得られているとはいえないものと判断せざる

を得ない。そうすると、当審査会としても、請求人の業務による負荷と請求人

に発症したとする疾病の間に医学的因果関係を認めることはできないものと判
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断する。 

（６）以上からすると、請求人に発症したとする疾病を業務上の事由によるもので

あると認めることはできない。 

（７）なお、請求人のその他の主張についても子細に検討したが、上記判断を左右

するに足るものは見いだすことができなかった。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 


